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下水道事業の概要 1 

1.1 下水道事業の沿革 

本市の下水道事業は、昭和 45(1970)年度の琉球政府時代に汚水排除として着手され、本土復帰の

昭和 47(1972)年度からは、下水道法により流域関連公共下水道事業として進めております。また、市街地

の浸水対策として雨水排除にも着手し、下水道事業の大きな使命である市街地の公衆衛生の確保と浸水

の未然防止に努めてまいりました。 

現在も未普及地域の整備に取り組んでいますが、これまでの取組により、平成 29(2017)年度末における

下水道処理区域内人口に対する水洗化人口は 80.4％に達しました。 

一方、近年は、下水道事業着手当初に建設された管渠施設やポンプ場施設などの下水道施設の老朽化

が懸念されています。管渠施設やポンプ場施設の老朽化は、道路陥没や機能停止を引き起こし、日常生活

や社会活動に大きな影響を与えかねません。これを未然に防ぎ、限られた財源の中で計画的に管路の改築

更新を進めるため、平成 21(2009)年度から老朽化した管渠施設やポンプ場施設の改築更新事業に着手

しております。 

また、平成 30(2018)年４月より下水道事業へ地方公営企業法の全部を適用すると同時に、これまで別

の組織機構としていた水道局との組織統合により「上下水道局」として生まれ変わり、新たな組織機構のもと、

経営の効率化とともに経営の健全性や計画性・透明性の向上を図っています。 

 

表 3.1.1 下水道事業の沿革 

昭和 46(1971)年 汚水排除の事業着手 

昭和 48(1973)年 雨水排除の事業着手、工事完了予定（昭和 54年） 

昭和 54(1979)年 事業区域の拡大、工事完了予定の延長（昭和 55年） 

昭和 55(1980)年 事業区域の拡大、我如古中継ポンプ場追加、工事完了予定（昭和 57年） 

昭和 58(1983)年 事業区域の拡大、工事完了予定の延長（昭和 62年） 

昭和 60(1985)年 事業区域の拡大、大山中継ポンプ場・普天間中継ポンプ場追加、工事完了予定の延長（平成 3年） 

平成 3(1991)年 事業区域の拡大、宜野湾中継ポンプ場追加、工事完了予定の延長（平成 7年） 

平成 7(1995)年 事業区域の拡大、施設名称及び処理区域界変更、工事完了予定の延長(平成 13年) 

平成 11(1999)年 
事業区域の拡大（漁港及びコンベンションリゾート特別用途地区）、大山中継ポンプ場から 

大山第１中継ポンプ場へ名称変更、大山第２中継ポンプ場追加 

平成 12(2000)年 
大山第 2中継ポンプ場廃止、神山中継ポンプ場追加、宜野湾第１幹線ルート変更、 

工事完了予定の延長(平成 17年) 

平成 15(2003)年 神山中継ポンプ場廃止、宜野湾第 1幹線ルート変更 

平成 17(2005)年 事業区域の拡大（漁港及びマリーナ埋立開発地区）、工事完了予定の延長（平成 22年） 

平成 21(2009)年 処理区域界及び面積変更、管渠・ポンプ施設変更、工事完了予定の延長（平成 25年） 

平成 25(2013)年 事業区域の拡大（はごろも小学校建設地）、ポンプ施設変更、工事完了予定の延長（平成 30年） 

平成 27(2015)年 事業区域の拡大（漁港及びはごろも小学校給食センター）、管渠・ポンプ施設変更 

平成 30(2018)年 下水道法改正に伴う調書変更、工事完了予定の延長(2023年) 

平成 30(2018)年 地方公営企業法の全部を適用、上下水道の組織統合により「宜野湾市上下水道局」の誕生 
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1.2 下水道事業の普及状況 

本市の下水道事業は、沖縄県の中部流域下水道の伊佐浜処理区の流域関連公共下水道事業として

計画されています。 

下水道事業の平成 29(2017)年度末の普及状況は、以下に示すとおりです。 

 

表 3.1.2 下水道事業の普及状況 

区   分 面積(ha) 世帯数(世帯) 人口(人) 備  考 

行政区域 1,980 43,245 97,845  

認可区域 1,928 ― 94,200  

処理区域 1,788 41,580 94,003  

水 洗 化 ― 33,479 75,595  

平成 29（2017）年度末現在 

 

 

 

 

 

 

  

※流域下水道と流域関連公共下水道とは？ 

 流域下水道とは、二つ以上の市町村の下水を処理するために都道府県が設置する

下水道のことで、終末処理場を有しています。 

流域関連公共下水道とは、流域下水道に接続する市町村が設置する下水道のこ

とで、終末処理場は有していません。 
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1.3 下水道計画の概要 

下水道計画は、全体計画及び事業計画に分けて計画しています。 

全体計画は、市の総合計画や行政人口計画など、各マスタープランに定められた目標等に基づき、将来的

な下水道施設の配置計画を定めるもので、おおむね 20年程度先を目標年度として計画します。 

事業計画は、全体計画に定められた施設のうち、5～7年間で実施する施設等の建設を定める計画であり、

下水道を設置しようとするときは、下水道法に基づき事業計画を策定する必要があります。 

本市の下水道事業のうち、汚水処理については、「大謝名第 1 処理分区」、「伊佐処理分区」の２つの処

理分区に分けて計画しています。 

雨水処理については、「普天間川排水区」をはじめとする、5 つの排水区に分けて計画しています。 

 

表 3.1.3 下水道事業の計画概要 

 

  

日平均 日最大 時間最大 日平均 日最大 時間最大

215 269 404 215 269 404

65 81 122 65 81 122

280 350 525 280 350 525

日平均 日最大 時間最大 日平均 日最大 時間最大

24,825 31,031 46,546 24,448 30,561 45,842

1,244 1,555 2,333 1,244 1,555 2,333

0 0 0 0 0 0

756 945 1418 756 945 1,418

2,720 3,400 5,100 2,720 3,400 5,100

3,724 3,724 3,724 3,668 3,668 3,668

33,269 40,656 59,122 32,836 40,129 58,361

敷地面積

（ha）

敷地面積

（ha）

0.01 0.01

0.04 0.04

0.08 0.08

0.05 0.05

657.4

合　計 1,972.3 1,927.9

1,314.9 1,270.5伊　佐

処理分区

面　　積

（ha）

大謝名第1

項目 全体計画 事業計画

面積

（ha）

行政区域

計画区域 1,972.3 1,927.9

目標年次 2035年度 2022年度

1,970.0 1,970.0

657.4

236.7

267.7

566.6

347.1

伊佐浜 285.0 (+8.0)

570.6

分流式

316.0

字地泊川 540.9 540.9

同左排除方式

計画区域内

1,927.9

計画人ロ

（人）

行政区域内 93,100 94,200

93,100 91,700

合　計

排水区

面　積

（ha）

普天間川

伊　佐

228.7 (-8.0)

1,972.3

大　山

家庭汚水量

原単位

（ℓ／人・日）
営業

家庭

生活

計画汚水量

（㎥／日）

工場

地下水

合計

その他

家庭

大規模事業場

汚　　水

ポンプ場

大山第1中継ポンプ場

時間最大

（m
3
／分）

合理式

雨水計画

諸　　元

流出係数 0.60

宜野湾中継ポンプ場 5.40

雨水流出量

算定公式

我如古中継ポンプ場 1.35

0.42

名称

確率年 10年

5.44

7.57 6.66

観光排水量

普天間中継ポンプ場

時間最大

（m
3
／分）

1.36

0.43

同左

同左

同左

降雨強度 同左
60

9,700   

t

Ｉ＝
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1.4 下水道施設の状況 

本市の下水道事業が保有する主な下水道施設は、以下のとおりです。 

 

1)中継ポンプ場施設 

本市は、沖縄県の中部流域下水道の伊佐浜処理区において汚水処理を行っています。このため、本市単

独で浄化センターは有しておらず、中継ポンプ場を有しています。 

下水道管路は、地形の勾配等を利用して下水を運ぶため、下水道管路の距離が長くなると、下水道管路

が深くなり、維持管理作業などが困難になったり、建設費が高くなってしまいます。このため、ところどころに中継

ポンプ場を設けて、下水をポンプにより汲み上げ下水道管路の埋設深さを浅くして再び勾配によって流れるしく

みになっています。 

本市においては、現状、以下の中継ポンプ場を有しています。 

 

 

普天間中継ポンプ場 

 

所 在 地 ：宜野湾市普天間一丁目 738-3 

完 成 年 月 日 ：平成 5年 2月 26日 

  

敷 地 面 積 ：104.34m2 

  

計画排水面積 ：7.59ha 

  

計 画 排 水 量 ：0.162m3/分 

 

我如古中継ポンプ場 

 

所 在 地 ：宜野湾市我如古 842-2 

  

完 成 年 月 日 ：昭和 54年 3月 15日 

  

敷 地 面 積 ：282.75m2 

  

計画排水面積 ：41.99ha 

  

計 画 排 水 量 ：0.691m3/分 

   図 3.1.1 中継ポンプ場概要(1) 
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大山第一中継ポンプ場 

 

所 在 地 ：宜野湾市大山五丁目 37-1 

  

完 成 年 月 日 ：昭和 62年 2月 28日 

  

敷 地 面 積 ：674.00m2 

  

計画排水面積 ：257.36ha 

  

計 画 排 水 量 ：8.592m3/分 

 

宜野湾中継ポンプ場 

 

所 在 地 ：宜野湾市宜野湾 1240-2 

  

完 成 年 月 日 ：平成 11年 6月 24日 

  

敷 地 面 積 ：480.00m2 

  

計画排水面積 ：171.43ha 

  

計 画 排 水 量 ：3.54m3/分 

図 3.1.2 中継ポンプ場概要(2) 

 

前述した中継ポンプ場について、これまでの土木施設や建築施設、機械設備や電気設備の年度別の資産

の取得点数を以下に示します。 

土木建築施設は、これまでの建設工事により、約 100 の資産、機械電気設備は、約 230 の資産を有し

ています。 

 

 

図 3.1.3 中継ポンプ場の年度別資産の取得状況の推移  
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2)管路施設 

年度別の管路布設延長は以下に示すとおりです。管路施設の延長は、平成 29(2017)年末現在、約

271km あり、汚水管路延長は約 236km、雨水管路延長は約 35km となっています。 

下水道管路施設は、一般的に布設後の経過年数が 30 年以上となると、道路陥没の確率が上昇すると

言われています。本市の下水道管路については、布設後 30 年以上経過する延長は、約 120km、全体管

路延長に占める割合は約 44％となっており、今後もその延長は増加していきます。 

 

 

図 3.1.4 管路施設の布設年度別延長の推移 

 

 

写 3.1.1 本市の道路陥没状況 
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1.5 供用開始区域 

本市の下水道事業の全体計画区域は、都市計画に指定されている市街化区域及び市街化調整区域

(軍用地等)と埠頭を加えた 1,972.3ha としています。 

このうち、下水道が使用できる状態である供用開始区域は、以下に示す区域です。 

下水道法では、供用開始区域においては、やむを得ない理由があると公共下水道管理者が認めた場合を

除き 3 年以内に下水道へ接続する義務があり、便所以外の生活雑排水(台所や洗濯の排水)についても速

やかに下水道へ接続する義務があります。 

また、供用開始区域以外の区域は、今後、下水道整備を着実に実施し、2035 年度までには全体計画

区域全てを整備していく予定としています。 

 

 

図 3.1.5 供用開始区域    
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現状と課題 2 

下水道事業の概要は、先に示したとおりですが、「下水道事業経営戦略」の策定にあたり、本市の下水道事

業における現状と課題を整理しました。 

現状と課題の整理においては、下水道事業の経営状況等を把握できる経営指標の経年変化及び類似団

体との比較（以下、「全国平均値」といいます。）を行います。 

2.1 行政区域、処理区域、水洗化人口の推移 

  

図 3.2.1 行政区域内人口の推移 

 

本市の行政区域内人口の過去５年間の推移は微増傾向で、平成 29(2017)年末現在、約 98,000人

となっています。下水道事業の全体計画区域は、行政区域全体となっており、2035 年度までには、行政区域

内の全てのお客さまが、下水道を使用できるように整備を進めていく必要があります。 

 

 

図 3.2.2 処理区域内人口の推移 

 

行政区域内人口のうち、下水道の整備が完了して実際に使用できる状態である下水道処理区域内人口

は、平成 29(2017)年末現在、約 94,000人となっています。 
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図 3.2.3 水洗化人口の推移 

※平成 25年から平成 26年の水洗化人口の減少は、データ集計方法の見直しに伴う減少 

 

下水道の整備が完了している処理区域内人口に対して、実際に下水道に接続している水洗化人口は、

平成 29(2017)年末現在、約 76,000人となっています。 

 

 

1)下水道処理人口普及率 

 

 

① 下水道処理人口普及率(％)＝処理区域内人口／行政区域内人口×100 

 

本市おいて、行政区域内人口に対して、下水道を整備して実際に使用できる状態である下水道処理区域

内人口の比率である下水道処理人口普及率は、これまでの下水道整備の取組により、平成 29(2017)年

度末で約 96.0％に達しています。過去の実績をみても、全国平均値よりも高い数値を示しています。 
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2)水洗化率 

 

※平成 25年から平成 26年の水洗化率の減少は、データ集計方法の見直しに伴う減少 

 

② 水洗化率（％）＝水洗化人口／処理区域内人口×100 

 

本市おいて、下水道を整備して実際に使用できる状態である下水道処理区域内人口に対して、下水道に

接続している水洗化人口の比率である水洗化率は、平成 29(2017)年度末で約 80.4％程度であり、全国

平均値に比べて低い状況です。 

下水道処理区域のお客さまは、特別な理由を除き 3年以内に下水道への接続義務がありますが、約 2割

程度がいまだ下水道に接続していないのが現状です。下水道事業においては、下水道に接続しているお客さま

からそのサービスの対価として得られる下水道使用料の収入が大きな財源を占めており、水洗化率の向上に取

り組む必要があります。 

既に下水道に接続できる状態である方々には、上下水道局ホームページに供用開始地区の公表や下水

道への切り替え工事のお願いなどを掲載し、水洗化率の向上を図っていく必要があります。 
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2.2 下水道使用料収入及び年間有収汚水量 

 

図 3.2.4 下水道使用料収入、年間有収汚水量の推移 

※H29 の使用料収入の減少は、公営企業会計の移行に伴う収入期間の減少による 

 

下水道使用料収入は、年間の有収汚水量に使用料単価を乗じて算出します。年間有収汚水量は、平成

29（2017）年度において約 9,000 千 m3 程度で推移しています。下水道使用料収入は、平成

29(2017)年度は若干下がっていますが、これは、会計方式の見直しに伴い、収入期間が 2 ヶ月程度減少し

たためです。下水道使用料収入は、平成 25(2013)年度から平成 28(2016)年度までは微増し、平成

28(2016)年度においては、約 8億 6千万円程度になっています。 

 

 

1)一般家庭使用料 

 

 

③ 一般家庭使用料（円）＝1 ヶ月 20m3あたりの下水道使用料 

 

下水道事業の大きな財源である一般家庭使用料は、1ヶ月あたり20m3使用した場合に下水道使用料と

して得られる金額です。本市においては、1,440 円で、全国平均値よりも低く、下水道サービスをより安価で

お客さまに提供できていることになります。 
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2)使用料単価 

 

④ 使用料単価(円／m3）＝使用料収入／年間有収汚水量 

 

一般家庭使用料は、全国平均よりもかなり低くなっておりますが、有収汚水量 1m3 当たりの使用料である

使用料単価においても、全国平均よりは安価となっています。 

使用料単価が安ければ、下水道サービスをより安価でお客さまに提供できることになりますが、下水道事業

の健全な経営を目指すため、社会情勢の変化も踏まえ使用料単価の見直しも考慮していく必要があります。 

 

 

2.3 経営の効率性・財政の健全性 

本市の下水道事業の経営状況の効率性と、財政状況の健全性を把握することが可能である指標値につ

いて、過去 5 年の推移状況と、全国平均との比較を行いました。経営の効率性の指標値として、以下に示す

６つの指標で整理しました。 

1)汚水処理原価 

 

⑤ 汚水処理原価（円/m3）＝汚水処理費／年間有収水量 

 

有収汚水量 1m3 当り、どれくらい汚水処理に要する費用がかかっているかを示す数値で、数値が小さい方

が経営の効率性が高いことを示します。 

本市においては上のグラフのような推移を示し、平成 29(2017)年度では 114円程度になっています。 
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2)経費回収率 

 

 

⑥ 経費回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×100 

 

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示し、高い方が経営の効率性が良く、100％

以上であれば理想的です。 

本市においては上のグラフのような推移を示し、平成 29(2017)年度では 71％と、過去に比べて下がって

いますが、これは、会計方式の見直しに伴い、収入期間が 2 ヶ月程度減少したためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ25

（2013）

Ｈ26

（2014）

Ｈ27

（2015）

Ｈ28

（2016）

Ｈ29

（2017）

本市 88.30 84.71 81.39 80.42 70.74

平均値 89.94 88.44 86.2 89.74 88.37

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

（％）

指標

説明

:高い方が良い　　:低い方が良い

※会計方式の見直しとは？ 

 本市では、平成 29 年度まで現金の収入と支出のみに着目した「官庁会計方式」を採

用していました。しかし、収入と支出が均衡していることや、現金の出入りのみであるため、

経費が下水道使用料でどの程度賄われているか分かりにくく、また、事業を形成する資産

の額とその財源についても把握しづらい会計方式です。 

このため、平成 30 年度から、経費関連を「収益的収支」、資産関連を「資本的収

支」と 2 つに分けて把握可能な「企業会計方式」を採用しています。これにより、これまで

以上に、経営の健全性や計画性・透明性の向上を図ることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出 収入 支出 収入

管渠費 企業債

ポンプ場費 国（県）補助金

業務費など

その他 その他営業収益

企業債支払利息

その他

利益 補てん

官庁会計方式 企業会計方式

（平成29年度まで） （平成30年度から）

下水道使用料

収益的収支（経費関連） 資本的収支（資産関連）

・経費が使用料で賄われ
ているか分からない。
・事業を形成する資産の
額が分からない

2つに分けて
経理

建設改良費

企業債償還元金

一般会計繰入金

長期前受金戻入

減価償却費

一般会計繰入金

86.20 
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3)処理人口１人あたりの汚水処理費 

 
 

⑦ 処理人口 1人あたりの汚水処理費（円/人）＝汚水処理費／現在処理区域内人口 

 

下水道処理区域内人口 1 人あたりにかかる管理運営費(維持管理費+資本費)で、低い方が経営の効

率性が高いことを示します。 

本市においては上のグラフのような推移を示し、平成 29(2017)年度では 11千円程度です。過去の実績

をみても、全国平均値よりも安く、経営の効率性は相対的に高い状況が伺えます。 
 

 

4)収益的収支比率 

  

 

⑧ 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋企業債償還金）×100 

 

総費用と企業債の償還金の合計に対する総収益の比率で、数値が高いほど財政の健全性が高い状況で

あると言えます。 

本市においては上のグラフのような推移を示し、平成 29(2017)年度では 84％程度と、過去に比べて下

がっていますが、これは、会計方式の見直しに伴う影響です。過去の実績をみても全国平均値より高く、財政

の健全性は相対的に高い状況が伺えます。 
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83.85 
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5)使用料収入に対する企業債元利償還金比率 

  

 

⑨ 使用料収入に対する企業債元利償還金比率（％）＝企業債元利償還金／使用料収入×100 

 

使用料収入に対する企業債元利償還金の比率で、数値が低いほど財政の健全性が高い状況であり、高

ければ企業債元利償還金が経営圧迫の要因となっていることを示します。 

本市においては上のグラフのような推移を示し、平成 29(2017)年度では 71％程度です。過去の実績を

みても、全国平均値よりも低く、財政の健全性は相対的に高い状況が伺えます。 

 

6)繰入金比率 

  

 

⑩ 繰入金比率（％）＝（損益繰入金＋資本繰入金）／（総費用＋企業債償還金）×100 

 

総費用と企業債償還金の合計に対する一般会計からの繰入金を表す値で、数値が低いほど財政の健全

性が高い状況です。逆に、高ければ一般会計からの繰入金に頼っていることを示します。 

本市においては上のグラフのような推移を示し、平成 29(2017)年度では 45％程度になっています。過去

の実績をみても、全国平均値よりも低く、財政の健全性は相対的に高い状況が伺えます。 
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2.4 汚水整備事業 

本市では、平成 27(2015)年度に市域全体の汚水処理構想の見直し検討を行っています。この検討では、

下水道事業の未整備地区である未普及地区について、浄化槽などの個別処理と下水道事業による集合処

理の経済比較や地域の住民の意向等を踏まえ、全ての未普及地区において「集合処理区域有利(公共下

水道事業での継続整備)」となりました。 

このため、現状において未整備地区である未普及地区においては、下水道事業の全体計画目標年度であ

る 2035年度までに、整備を進めることが必要です。 

 

 

図 3.2.5 汚水処理見直し構想による未普及地区の検討結果 

 

 

 

 

  

※汚水処理構想とは？ 

 生活排水などの汚水は、下水道事業以外にも集落排水事業や合併処理浄化槽

事業などがあります。汚水処理構想とは、その地区の状況や家屋の密集の程度によ

り、下水道事業などのように各家庭の汚水を集約して処理する集合処理や、個別の

家屋ごとに浄化槽などによる汚水処理を行なう個別処理に分けられます。各自治体

では、地区や各家庭ごとに集合処理と個別処理の区域を経済性や住民の意向など

を反映し、汚水処理構想を設定し、社会情勢の変化も踏まえて定期的に見直しを

行っています。 
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2.5 雨水整備事業 

本市では、下水道事業着手当初より、市街地の浸水対策として、雨水排水能力の低い地域を中心に雨

水管路を整備し、既設水路等のストックも活用しながら、下水道計画降雨である81mm/時間(10年に1回

程度発生する降雨)に対応できる規模で雨水事業も精力的に実施しています。 

平成 29(2017)年度末現在、雨水の全体計画区域 1,972.3ha に対して、約 1,236.4ha が整備済  

で、整備率は約 62.7%となり、市街化区域の浸水は、ほぼなくなりました。 

しかし、近年、地球温暖化などの影響による気候変動で局所的な豪雨が頻発しており、対策規模を上回 

る大雨も想定されます。下水道計画降雨を上回る降雨に対しては、雨水幹線整備などのハード対策に加え  

て、雨水ハザードマップの作成などのソフト対策や自助の取組が必要です。 

なお、経営戦略の計画期間においては、雨水管渠の改修工事や新規開発等に伴う雨水管路整備事業を

計画しています。 

 

表 3.2.1 浸水対策の目標と取組状況 

整備目標 

現状 

（平成 29年度） 

（2017年度） 

中期目標 

（2022年度） 

長期目標 

（2035年度） 

10年確率降雨 

81mm/時間 

整備面積：1,236.4ha 

整 備 率：62.7％ 

整備面積：1,927.9ha 

整 備 率：97.7％ 

整備面積：1,972.3ha 

整 備 率：100.0％ 

 

 

 

 

  

※下水道計画降雨とは？ 

 下水道で整備する雨水管路施設などで、どの程度までの降雨に対して浸水を防ぐべき

かを決めるために、過去の降雨実績も考慮し、決定します。一般的に、一時間あたりの

降雨量で表されます。 
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2.6 キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画 

キャンプ瑞慶覧は平成 27(2015)年３月末に返還され、西普天間住宅地区として跡地利用計画が策定

されています。この西普天間住宅地区においても、下水道事業として汚水及び雨水整備を今後予定していま

す。 

今後、西普天間住宅地区は下水道法に基づく事業計画区域として位置付け、2020 年度から事業に着

手し、2027年度までに汚水及び雨水整備を完了する予定としています。 

 

 

図 3.2.6 キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画 平成 30年 4月 

 

  



第 3章 下水道事業経営戦略 

 - 62 -   

2.7 施設の改築更新 

1)中継ポンプ場施設 

本市は、中継ポンプ場が 4 箇所ありますが、これらの施設の標準的耐用年数として、土木建築施設はおお

むね 50 年、機械電気設備はおおむね 15 年と言われています。4 箇所全ての中継ポンプ場において、仮に、

今後 50年間の期間において標準的耐用年数で改築更新を行うと、年間で大きなバラツキがあります。 

土木建築施設、機械電気設備は、その状態を点検・調査等によって客観的に把握、評価し、長期的な施

設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築を一体的に捉えて計画的かつ効率的に管理するストックマ

ネジメント計画を策定することが重要です。このストックマネジメント計画に基づく、施設の耐用年数の延伸(長

寿命化)、改築更新費の平準化を行うことが、下水道事業経営の安定的かつ継続的な運営につながります。 

 

 

図 3.2.7 標準的耐用年数による改築更新費(中継ポンプ場施設) 

 

表 3.2.2 標準的耐用年数による改築更新費(中継ポンプ場施設) 
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（2018）

累計（億円） 平均（億円/年） 最大（億円/年）

土木建築 3.65 0.07 1.52

機械電気 23.65 0.47 4.43

合計 27.30 0.54 -

50年間（H30(2018)～2067）
施設



第 3章 下水道事業経営戦略 

 - 63 -   

2)管路施設 

管路施設は、中継ポンプ場施設の土木建築施設と同様に、標準的耐用年数は 50 年とされていますが、

今後 50年間の期間において標準的耐用年数で改築更新を行うと、年間で大きなバラツキがあります。 

管路施設は、約 271 km を保有し、中継ポンプ場施設と比べて資産の数が多く、その位置も市域の広範

囲にわたっています。このため、中継ポンプ場施設と一体となったストックマネジメント計画を策定による改築更

新費の平準化を行う必要があります。 

 

 

図 3.2.8 標準的耐用年数による改築更新費(管路施設) 

 

表 3.2.3 標準的耐用年数による改築更新費(管路施設) 
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雨水管路施設 汚水管路施設 累計

（2018）

累計（億円） 平均（億円/年） 最大（億円/年）

汚水管路 115.74 2.32 7.20

雨水管路 89.19 1.78 9.31

合計 204.93 4.10 -

施設
50年間（H30(2018)～2067）

※標準的耐用年数とは？ 

 下水道施設の長持ちの程度は、使用する環境にも影響を受けますが、国土交通省

は、一般的に想定される使用環境で、施設がどの程度の年数に耐えられるかの目安を

決めています。 
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投資・財政計画 3 

本経営戦略は、下水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本

計画です。経営戦略の中心となる「投資・財政計画」は、下水道施設に関する投資の見通しを試算した投資

計画と、財源の見通しを試算した財政計画を構成要素とし、投資以外の職員給与などの経費も含めた上で、

収入と支出が均衡するように調整された中長期の収支計画となります。 

前段の下水道事業における現状と課題を踏まえ、将来にわたる投資と財源の試算を行いました。 

 

3.1 投資試算 

経営戦略における主な投資及び投資以外の経費は以下のとおり、「汚水整備事業」、「雨水整備事業」、

「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」を予定しています。また、これまで建設した施設の

老朽化に伴う下水道施設に関する事故などの予防保全を目的とし、「施設の改築更新」を挙げています。 

このほか、これらの投資を支える組織運営として、「包括的業務委託」などの検討を行います。 

 

 

図 3.3.1 投資及び投資以外の経費と計画及び施策 

 

 

  

　・業務委託に向けた業務量の把握

下水道全体計画・事業計画

○組織運営

■組織

　・上下水道局としての組織運営 包括的業務委託

■民間活力の活用 （定員適正化計画・市場調査サウンディング）

■中継ポンプ場施設

　・計画的かつ効率的に点検・調査、修繕・改築

■管路施設

　・計画的かつ効率的に点検・調査、修繕・改築

ストックマネジメント計画

（点検・調査・改築・修繕の実施）

○施設の改築更新

　・2027年度までに汚水及び雨水整備を完了

　・大山第一雨水幹線改修事業

投資及び投資以外の経費 計画及び施策

○汚水整備事業

○キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画

■未普及対策

　・2035年度までに全体計画区域の整備を完了

○雨水整備事業

■浸水対策

　・2035年度までに全体計画区域の整備を完了
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1)汚水整備事業 

下水道事業の全体計画は、2035年度を目標年度としています。このため、2035年度までに下水道全体

計画区域の未整備地区を解消することを予定しています。 

この計画により、汚水事業の目的である公共用水域の水質保全により一層寄与することが出来ます。 

各年度の汚水整備延長は、約 1.4km、事業費としては毎年度約 67,000千円程度としています。 

 

表 3.3.1 汚水整備事業の計画(未普及) 

 

 

2)雨水整備事業 

経営戦略の計画期間においては、主要な事業として大山第一雨水幹線の改修事業や、新規開発等に伴

う雨水管路整備事業を予定しています。 

雨水整備事業にあっては、管渠の大きさが汚水管渠と比較し大きくなることから、工事費はもちろんのこと、

用地費や物件補償費に多くの費用が必要となります。 

 

表 3.3.2 雨水整備事業の計画 

 

  

Ｈ30 Ｈ31

(2018) (2019)

予定

面積 各年 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 113.3

（ha） 累計 1,798.1 1,808.4 1,818.7 1,829.0 1,839.3 1,849.6 1,859.9 1,870.2 1,880.5 1,890.8 1,901.1 -

延長 各年 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 1,362.9 14,991.9

（m） 累計 237,922 239,285 240,648 242,011 243,373 244,736 246,099 247,462 248,825 250,188 251,551 -

66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 66,780 734,580

合計2020

計画

年度

2024 2025 2026 2027 2028

事業費（千円）

項目 2021 2022 2023

合計

2020 2021 2022 2023 2024 （千円）

計画 設計 調査・測量 用地取得・補償 工事 -

31,265 37,120 17,351 549,433 1,192,112 1,827,281

項目

年度

工程

事業費（千円）
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3)キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画 

キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画に関連する下水道事業による汚水整備及び雨水

整備は 2020年度から設計に着手する予定としています。 

汚水整備は、2027 年度、雨水整備は 2025 年度に工事完了を予定しています。各年度の工程と事業

費は以下のとおりです。 

 

表 3.3.3 キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画 

 

 

4)施設の改築更新 

現状と課題でも整理しましたように、標準的耐用年数での改築では、事業費が膨大な額となり、年度毎に

そのバラツキも大きくなります。このため、点検・調査、修繕・改築を一体的に捉えて計画的かつ効率的に管理

するストックマネジメント計画に基づき、これまで取得した資産である中継ポンプ場施設及び管路施設について、

施設の耐用年数の延伸（長寿命化）、改築更新費の平準化を検討しました。 

(1)中継ポンプ場施設 

ストックマネジメント計画では、土木施設や建築施設、機械設備や電気設備に対して、標準的耐用年数

に変わり、目標耐用年数で改築し、事業費全体を考慮し平準化を行うことが検討されます。 

目標耐用年数は、土木・建築施設は標準的耐用年数 50 年の 1.5 倍、機械設備は標準的耐用年数

10～20年の 1.7倍、電気設備の標準的耐用年数 15～20年の 1.5倍程度とされています。 

本市は、中継ポンプ場施設を 4箇所有していますが、建設年度が比較的新しい宜野湾中継ポンプ場は、

これまで計画的な改築更新を実施していない状況です。このため、経営戦略期間においては、宜野湾中継

ポンプ場をストックマネジメントの対象とします。 

宜野湾中継ポンプ場の土木施設や建築施設、機械設備や電気設備に対して、以下に示す管理方法を

当てはめ、目標耐用年数の超過状況も考慮し、「状態監視保全」、「時間計画保全」となる資産を、ストック

マネジメントにおける改築対象施設としました。 

    

合計

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 （千円）

設計 -

26,222 174,960 190,410 123,840 163,750 163,750 163,750 163,750 1,170,432

設計 - - -

30,450 194,000 167,500 167,500 43,000 16,000 - - 618,450

汚水・雨水 56,672 368,960 357,910 291,340 206,750 179,750 163,750 163,750 1,788,882事業費計（千円）

雨水整備

工程

事業費（千円）

工事

工程

事業費（千円）

年度

項目

汚水整備

工事設計・工事

※ストックマネジメントとは？ 

 適切な維持管理による下水道サービスの維持、既存施設の長寿命化によるライフサイク

ルコストの低減、さらには、機能高度化のための投資とその平準化を検討することです。 
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表 3.3.4 管理方法の考え方 

 

※出典：下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン 2015年版  

 

表 3.3.5 中継ポンプ場の改築更新投資額 

 

 

(2)管路施設 

これまで本市で実施した管路調査結果を用いて、本市の管路施設の状態予測を行いました。経過年数

に応じた緊急度別管路延長割合は以下のようになります。この結果、本市の場合は、整備から30年経過し

た場合、改築が必要と想定されるレベルである緊急度Ⅰ（速やかに措置）及び緊急度Ⅱ（５年未満で措

置）の割合は、約 8％程度になることが試算されました。 

 

 

図 3.3.2 劣化状態の将来予測 

合計

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 （千円）

建築

20,000 22,580 77,700 29,800 22,030 24,280 11,860 208,250

工程

項目

年度

事業費（千円）

-

工事

（電気設備）

設計

（機械設備）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

構
成
比
（
％
）

経過年数

緊急度Ⅰ

緊急度Ⅱ

緊急度Ⅲ

劣化なし
30年経過

緊急度Ⅰ及び緊急度Ⅱ：約8％

【緊急度定義】

Ⅰ:速やかに措置

Ⅱ:5年未満で措置

Ⅲ:簡易対応後、必要な

措置を5年以上に延長
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管路施設は、標準的耐用年数が50年と長期間に渡るため、ストックマネジメント計画においては、上記の

将来予測に基づき、100年間の管路施設の状態を推計しました。 

この予測に基づき、複数のシナリオを検討し、最適シナリオを抽出した上で、標準的耐用年数である 50年

での単純改築との比較を行いました。 

最適シナリオにおいては、標準的耐用年数で単純改築を行う場合と比較して、100 年間の平均費用は

3.5億円/年程度削減することが可能です。 

 

表 3.3.6 最適シナリオと単純改築の比較 

項  目 

シナリオ 

最適シナリオ 
単純改築シナリオ 

（50年改築） 

改築対象 緊急度Ⅰと緊急度Ⅱとなる管路施設 全ての管路施設 

改築方針 
・20年間：5,000万円/年（上限額） 

・100年間：1.0億円/年（上限額） 
・上限額無し 

改築事業費 

20年間 
累計：10億円 

平均：5,000万円/年 

累計：96億 3,000万円 

平均：4億 8,200万円/年 

100年間 
累計：85億 7,800万円 

平均：8,600万円/年 

累計：433億 8,700万円 

平均：4億 3,400万円/年 

 

単純改築シナリオに比較すると、緊急度Ⅱと緊急度Ⅰの改築事業量は下回りますが、最適シナリオで設

定した改築事業費でも、徐々に緊急度Ⅰ及び緊急度Ⅱを減少させることが可能です。このため、改築事業

費の現実性も考慮し、管路施設の改築事業費は、当面 20年程度は 5千万円/年程度を計画します。 

 

図 3.3.3 緊急度及び事業費の推移比較 
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3.2 財源試算 

投資試算で設定した事業費は、今後の下水道事業において必要な投資ですが、その投資を担保できる財

源の試算は重要です。投資試算と均衡した財源を確保できなければ、投資を抑制する、または、投資に見合

う財源の確保へ向けて経営改善をより一層推進していく必要があります。 

1)将来人口予測 

下水道事業の財源として、使用料収入は大きな割合を占めます。このため、サービスの提供先である処理

区域内の人口及び実際に下水道に接続し、使用料を支払う水洗化人口を予測する必要が有ります。 

下水道処理区域内人口及び水洗化人口は、平成 29（2017）年度実績でそれぞれ 94,003 人、

75,595人となっています。汚水整備事業においては、下水道事業の全体計画である2035年度に全ての未

整備地区を解消することを計画しているため、2035 年度における下水道処理区域内人口は、行政人口で

ある 105,600人としました。 

また、下水道整備後、3 年以内に下水道への接続義務があることを考慮し、2038 年度に水洗化人口が

行政人口となるように予測を行い、2035年度における水洗化人口は約102,000人と目標を設定しました。 

 

 

図 3.3.4 処理区域内人口及び水洗化人口の予測 

 

表 3.3.7 処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の目標値 

項  目 処理区域内人口 水洗化人口 水洗化率 

現況：平成 29(2017)年度 94,003人 75,595人 80.42％ 

目標値：2028年度 100,400人 90,600人 90.24％ 

目標値：2035年度 105,600人 102,000人 96.59％ 
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処理区域内人口（実績） 処理区域内人口（予測）
水洗化人口（実績） 水洗化人口（予測）

計画実績

（2013） （2018）

（人）
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2)有収汚水量の推移 

使用料収入の対象となる水洗化人口は先に予測したとおりですが、実際に使用料単価に乗じて使用料の

試算を行う有収汚水量予測を行いました。予測には、第２章水道事業経営戦略で設定した有収水量を

ベースとしています。 

有収汚水量は、平成 29（2017）年度実績で約 9,000 千 m3/年ですが、2038 年度に水洗化率

100％となるため、2038年度の水道事業で設定した有収水量となるように予測を行いました。 

 

 

図 3.3.5 有収汚水量の推移 

 

表 3.3.8 有収汚水量の目標値 

項  目 有収汚水量 

現況：平成 29(2017)年度 9,000千m3/年 

目標値：2028年度 10,500千m3/年 

目標値：2035年度 11,400千m3/年 
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3)前提条件のまとめ 

以下の前提条件で財政シミュレーションを行います。 

 

表 3.3.9 前提条件のまとめ 

 

前提条件

資本勘定

資本的収入

企業債
対象額（10万円未満切捨）＝事業費-国県補助金

年利率2.0％　40年元利均等償還　うち5年据置き　半年賦

他会計出資金 ※

他会計補助金 一般会計繰入金（繰出基準外分）

他会計負担金 一般会計繰入金（繰出基準内分）

他会計借入金 ※

国（県）補助金 国県関連：60％　　防衛関連：67％

固定資産売却代金 ※

工事負担金 ※

その他 ※

資本的支出

建設改良費 事業計画を反映

企業債償還金 現行企業債と今後発生する企業債を算定し加算

他会計長期借入金返還金 ※

他会計への支出金 ※

その他 土地購入費を計上

損益勘定

収益的収入

営業収益

料金収入 年間有収汚水量×使用料単価

受託業務収益 ※

その他 雨水処理負担金　手数料　施設提供対価料

営業外収益

補助金

他会計補助金 一般会計繰入金（繰出基準外分）

他会計負担金 一般会計繰入金（繰出基準内分）

長期前受金戻入 事業計画にもとづき減価償却見合い分を収益化

その他 H30年度予算値を一律設定（消費税及び地方消費税還付金　その他雑収益　積立金利息）

収益的支出

営業費用

職員給与費

基本給 職員数×年間１人当たりの人件費

職員数 H30年度実績9人を一律設定

年間1人当たり（H30年予算） １人当たりの人件費を改定率年間0.3％見込んで増加計上

退職給付費 H30年度実績を改定率年間0.3％見込んで増加計上

その他 手当、賃金、法定福利費としてH30年度実績を改定率年間0.3％見込んで増加計上

経費

管渠費 H30年度予算値を一律設定

ポンプ場費 H30年度予算値を一律設定

普及指導費 H30年度予算値を一律設定

業務費 H30年度予算値を一律設定

総係費 H30年度予算値を一律設定

その他 流域下水道維持管理負担金　H31まで：有収汚水量×47円/m
3
（税抜き)   2020以降：有収汚水量×50円/m

3
（税抜き)

H30年度予算値を一律設定（資産減耗費）

減価償却費 現行分と今後発生する分を算定し加算

営業外費用

支払い利息 現行企業債と今後発生する企業債を算定し加算

その他 H30年度予算値を一律設定（消費税及び地方消費税）

特別利益 ※

特別損失 H30年度のみ予算額計上（過年度損益修正損　引当金）

項目

支払利息 

切捨て）＝事業費－国（県）補助金 
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4)一般会計繰入金 

下水道事業では、独立採算制の原則にある「一般会計において負担すべき経費」について、「雨水は公費

（税収入）、汚水は私費（使用料）の原則」で具体的に規定しています。 

「雨水公費」とは、雨水が自然現象によるものであり、雨水対策をすることは浸水などの被害を防止し、その

受益が広く市民に及ぶことから、その経費は公費で賄うという考えです。そのため、雨水事業にかかるすべての

費用は税収入（一般会計繰入金）を財源としています。 

一方、汚水事業は、汚水私費の原則として、お客さまからの下水道使用料で賄っていますが、汚水経費の

一部や政策的な経費（高度処理費、水質規制費）については、総務省通知「地方公営企業繰出金につ

いて」に基づき、一般会計の負担分（基準内）として認められています。 

本市においても、一般会計負担経費及び「分流式下水道に要する経費」については、一般会計からの繰

入金で賄っています。 

 

【雨水】 

区分 雨水事業経費 

費用 

支出 

維持 

管理費 
資本費（減価償却費、支払利息） 

財源 
一般会計繰入金 

（雨水処理負担金） 

【汚水】 

区分 汚水処理経費 一般会計負担経費※２ 

費用 

支出 

維持 

管理費 
資本費（減価償却費、支払利息） 維持管理費、資本費 

財源 
下水道 

使用料 

下水道 

使用料 

一般会計繰入金※１ 

（分流式下水道に要する経費） 
一般会計繰入金 

注 1）分流式の公共下水道に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるに相当する額 

注 2）高度処理費、水質規制費など環境保全の観点が大きい経費や特別な償還等で税金で負担することが適当と認められる額 

 

下水道の整備を集中的に行ったことで、多額の借入残高があり、元金や利息の償還が経営を圧迫している

状況です。下水道使用料のほか、総務省が定める基準内繰入金などをもってしても不足する額は、基準外に

よる繰入金(補助金)による税金に頼らざるを得ません。 

今後は、一般会計の繰入条件を検討するにあたって、使用料収入の確保が重要な鍵となりますが、使用

料の急激な高騰を避けるため、市の財政状況を慎重に考慮しながら、繰入方針を決定します。 

 

 

 

 

  

※一般会計繰入金とは？ 

 公営企業の目的である事業の遂行に必要な財源として、一般会計から繰り入れ

られた資金のことです。 

基準内繰入金は、一般会計が本来負担（繰出）すべき経費の考え方を、総

務省が「繰出基準」として示している基準に基づくもので算定します。 

基準外繰入金は、公営企業の財源不足を補てんするための、基準内繰入金以

外の経費を対象とした繰入金のことです。 

基準外繰入金を減らすことが出来れば、その分、一般会計の福祉事業や建設

事業等にお金をまわすことが出来ます。 
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・施 設 整 備：国（県）補助、単独費用、企業債で実施 

・一般会計繰入金：2020年度から雨水事業のみ活用 

・使 用 料 改 定：現行のまま 

  

・施 設 整 備：国（県）補助、単独費用、企業債で実施 

・一般会計繰入金：基準内及び基準外を活用 

・使 用 料 改 定：現行のまま 

 

ステップ 2 

 シミュレーションの結果、資金不足になる場合や一般会計繰入金が現状と変わらない場合は、

ステップ 2へ進みます。 

 シミュレーションの結果、資金不足になる場合は、ステップ 3 へ進みます。 

・施 設 整 備：国（県）補助、単独費用、企業債で実施 

・一般会計繰入金：2020年度から汚水の基準内及び雨水 

事業のみ活用 

・使 用 料 改 定：現行のまま 

  

ステップ 3 

 シミュレーションの結果、資金不足になる場合は、ステップ 4 へ進みます。 

・施 設 整 備：国（県）補助、単独費用、企業債で実施 

・一般会計繰入金：2020年度から汚水の基準内及び雨水 

事業のみ活用 

・使 用 料 改 定：2020年度から料金を上げる 

ステップ 4 

5)財政シミュレーション 

(1)ケース設定 

財政シミュレーションは、以下の順序で実施し、今後の最適な収支計画を検討します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.6 財政シミュレーションの順序 

ステップ 1 
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(2)財政シミュレーションの結果 

ステップ１では、収益的収支では利益があり、資本的収支でも資金残高不足になることはありませんが、

一般会計繰入金は現状と大きく変わらず、これまでと同様に、一般会計へ依存する経営状況となります。 

そのため、ステップ 2の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.7 ステップ 1 による財政シミュレーションの結果 
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収益的収支では、今後も利益がありますが、

一般会計繰入金は現状と変わりません。 

収益的収支と同様に、一般会計繰入金はこれ

までと変わりありません。 
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ステップ 2では、収益的収支と資本的収支ともに、一般会計繰入金は現状から大きく減少しますが、収益

的収支では利益がなく、資本的収支では資金残高に不足が生じてしまいます。 

そのため、ステップ 3の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.8 ステップ 2 による財政シミュレーションの結果 
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収益的収支では、一般会計繰入金は大きく減

少しますが、資金不足となります。 

収益的収支と同様に収支では、一般会計繰入

金は大きく減少しますが、資金残高が不足となり

ます。 

利益がない 

資金残高不足 
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ステップ3では、収益的収支で、ステップ2と同様に現行の使用料であれば、利益がありません。また、資本

的収支では、資金残高不足となることはありませんが、資金残高は大きく減少し、将来的には資金残高不

足になることが予想されます。 

そのため、ステップ 4の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.9 ステップ 3 による財政シミュレーションの結果 
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足となることが予想されます。 

利益がない 
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ステップ 4では、現行の使用料から 10円程度引き上げることで、収益的収支で利益があり、一般会計繰

入金も大きく減少させることができます。 

資本的収支においても、資金残高不足となることはありません。 

そのため、本経営戦略においては、ステップ 4 の財政シミュレーションの結果を採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.10 ステップ 4 による財政シミュレーションの結果 
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収益的収支では、現行の使用料から 10円程

度の引き上げにより、利益が生じ、一般会計繰

入金も大きく減少させることができます。 

基準内のみの一般会計繰入金でも、資金残高

が不足することはありません。 
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3.3 投資・財政計画 

1)収益的収支 
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2)資本的収支 
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下水道事業の効率化・経営健全化への取組 4 

下水道事業の今後の投資・財政計画は、前述の通りですが、更なる事業の効率化及び経営健全化へ向け

て、以下の取組を実施することで、お客さまのインフラとして重要な下水道事業を持続可能なものとして取り組ん

で行きます。 

表 3.4.1 取組事項 

【組織、人材、定員、給与】 

□人材の確保･育成 

□職員給与の適正化 

【業務委託・ノウハウの活用】 

□包括的業務委託 

□シルバー人材の活用 

【その他経営基盤の強化】 

□企業環境の整備 

□情報通信技術の活用 

□新技術の活用 

□資産の有効活用 

 

4.1 組織・人材・定員・給与 

1)人員の確保・育成 

組織については、平成 30（2018）年度から上下水道局として組織機構を再編し、下水道事業と関連の

深い水道事業との連携を図り、組織の強化及びスリム化に努めています。 

人材については、職員再任用制度を活用し、技術継承と下水道職員の早期の育成に努めます。職員数に

ついては、今後の行政需要を踏まえながら、適正な定員管理に努めます。 

2)職員給与の適正化 

給与制度については、本市では、「営業収益に対する職員給与費の割合」をみると、全国平均値よりも下

回っており、適正な職員給与費を維持しています。今後とも、社会情勢の変化を考慮した業務量に応じた適正

な職員数と職員給与の維持を図ります。 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

図 3.4.1 営業収益に対する職員給与費の割合 
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4.2 業務委託、ノウハウの活用 

本市の下水道事業は、沖縄県中部流域下水道（伊佐浜処理区）の流域関連公共下水道として、県及

びその他の関連市と共に、事業当初から広域化を図っています。今後も、社会情勢の変化を踏まえながら、未

普及地区の整備に取り組んでいきます。 

民間活力としては、2021 年度から維持管理事業を中心として、包括的業務委託を行うことを予定していま

す。 

また、下水道事業の重要な財源を担っている使用料収入を増加させるため、下水道未接続家屋に対して、

現在、ホームページ上において、「下水道接続推進について」として、下水道事業の目的を説明するなどの広報

活動を行っています。なお、下水道接続推進業務をシルバー人材センターに委託し、現在、下水道に接続され

ていないお宅に下水道接続を推進する為、シルバー人材センターの会員さんが訪問を実施し、下水道接続の

普及活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

写 3.4.2 シルバー人材活用による接続調査や普及活動 

 

4.3 その他経営基盤の強化 

経営基盤を強化するために、さらに関連部署との連携、情報通信技術、新技術を積極的に活用します。 

1)企業環境の整備 

下水道事業は、お客さまの生活に欠かすことの出来ない重要なインフラであり、地震や津波が発生し、その影

響を受けた場合でも、被害箇所の把握や応急復旧などを出来るだけ速やかに実施する必要があります。 

本市では、地震・津波などの災害が発生した場合に備え、「下水道事業業務継続計画(BCP 計画)」を作

成しています。本計画においては、被害状況の想定や行動計画のほか、水道事業や下水道事業及び国、県、

地方公共団体の一般行政部門、その他関係機関との連携を図るための体制を構築しています。 

 

写 3.4.3 下水道事業継続計画に基づく机上訓練(BCP)  
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2)情報通信技術の活用 

下水道の高普及率を達成した現在では、多くの管路施設を抱えています。下水道管路施設は、その大部

分が地中に埋設されているため状態が見えにくく、なおかつ、パイプラインとしてのネットワーク構造から、事故発

生時等には下流側あるいは上流側エリアへ影響が広がってしまう恐れがあります。 

しかしながら、このような膨大な下水道管路施設について、健全な施設状態を保持し、次世代へ継承して

いかなくてはなりません。 

このような状況のもと、下水道管路施設に関する様々な情報をシステム化するために、本市では下水道管

路台帳システムを構築し、持続可能な下水道事業を支える情報基盤システムとして活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 3.4.4 下水道管路台帳システムの構築 

 

3)新技術の活用 

中継ポンプ場の機械設備・電気設備については、技術革新の早い分野です。今後、ストックマネジメント計

画を進めていく中で、これらの中継ポンプ場の機械設備・電気設備について改築更新が必要な場合は、省エ

ネルギーに対応した設備に取り替えるなど、新技術の活用に努めます。 

管渠施設については、道路などに埋設されているため、工事の際にお客さまの生活に影響が想定されますが、

改築更新技術である「更生工法」などを積極的に採用し、お客さまの生活への影響を最小限にすることに努め

ています。 

 

写 3.4.5 更生工法による管渠の改築更新 
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4)資産の有効活用 

現状保有している資産は、本来の下水道事業で十分に活用されており、遊休している資産がなく、資産活

用による収入の増加は見込めませんが、現有資産のストックマネジメントを着実に実行することで、資産の延命

化を図り、支出の抑制に努めます。 

 

下水道使用料の改定 5 

本市下水道事業は、昭和 46（1971）年の事業開始から相当の年数が経過し、今後、老朽化した施

設の更新や耐震化など多額の費用が見込まれます。中長期的に下水道事業運営の健全化や安全・安心な

下水道施設の持続を前提に、投資試算、財源試算の検討を行った結果、下水道使用料改定の必要性が

判明しています。 

本市の一般家庭使用料は、1 ヶ月当たり 1,440円で、全国平均値は 2,000円を超えており、安価となっ

ていますが、県内平均よりは若干高い状況です。 

下水道使用料の見直しにおいては、県内市町村の今後の動向も考慮しながら検討していきます。 

 

表 3.5.1 県内の１ヶ月当たりの下水道使用料 

（単位：円、税込み） 

市町村名 20㎥当たり  市町村名 20㎥当たり 

大宜味村 1,620  豊見城市 1,317 

那 覇 市 1,468  南風原町 1,311 

うるま市 1,458  与那原町 1,302 

本 部 町 1,447  読 谷 村 1,263 

宜野湾市 1,440  沖 縄 市 1,252 

宮古島市 1,436  西 原 町 1,202 

糸 満 市 1,423  中 城 村 1,200 

石 垣 市 1,404  北中城村 1,134 

名 護 市 1,404  北 谷 町 1,026 

浦 添 市 1,382  嘉手納町 1,000 

南 城 市 1,369  平 均 値 1,326 

平成 30（2018）年 3月現在 
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本市における近年の下水道使用料の改定状況は以下のとおりです。 

 

表 3.5.2 本市下水道使用料の改定状況 

（税抜き） 

種別 

 

改定年月日 

一般汚水 

浴場業汚水 基本 
超過使用料(1m3につき) 

水量 料金 

平成 3年 10月 10 m3 420円 

11m3～30m3   50円 

1 m3につき 35円 

31 m3～50m3   60円 

51 m3～100m3   70円 

101 m3～300m3   80円 

301 m3～500m3   90円 

501 m3以上 110円 

平成 8年 4月 10 m3 450円 

11 m3～30m3   60円 

1 m3につき 40円 

31 m3～50m3   70円 

51 m3～100m3   80円 

101 m3～300m3   90円 

301 m3～500m3   100円 

501 m3以上 120円 

平成 14年 4月 10 m3 500円 

11 m3～30m3   65円 

1 m3につき 43円 

31 m3～50m3   75円 

51 m3～100m3   85円 

101 m3～300m3   95円 

301 m3～500m3   105円 

501 m3～1000m3 125円 

1001m3以上   130円 

平成 21年 4月 8 m3 500円 

9 m3～30m3   70円 

1 m3につき 47円 

31 m3～50m3   80円 

51 m3～100m3   92円 

101 m3～300m3   102円 

301 m3～500m3   112円 

501m3～1000m3  135円 

1001 m3以上   140円 

平成 26年 4月 消費税率変更 

平成 30（2018）年 3月現在 

広報活動 6 

国土交通省は、下水道の普及促進を図るため、毎年 9 月 10 日を下水道の日（げすいどうのひ）と制定

しています。宜野湾市においても、下水道事業の広報活動として、市役所や幼稚園などにおいて、お客さまに

下水道の仕組みや必要性を示し、下水道事業への理解を深める取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 3.6.6 下水道事業の広報活動 


